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１１．．ははじじめめにに  

本稿では、特集「災害復興の枠組についての現

状と課題」において、筆者の専門である災害時の

企業活動、特に企業の事業継続（事業継続計画：

BCP）の観点から、災害復旧・復興の土地利用制度

についての課題を述べたい。 

 

２２．．企企業業のの復復旧旧がが急急ががれれるるここととへへのの対対応応  

災害復旧・復興の土地利用制度における「企業

の復旧」の課題として、まず指摘したいのは、住

宅や全体的なまちの復旧・復興よりも「企業の復

旧が時間的に急がれる」ことへの考慮の必要性で

ある。 

筆者は災害の研究所に所属しており、災害復

旧・復興において住宅の整備やまちづくりには十

分な合意形成が重要なことを理解しており、また、

旧建設省で土地区画整理事業を担当したことなど

から、同事業には必要なプロセスを踏む必要があ

ることも理解している。そのため、被災地の住宅

や全体的なまちの復旧・復興には「相当な時間が

かかる」ことを承知している。しかし一方で、被

災した企業・事業所がまず現地での復旧を希望し

ても、この「相当な時間」を待てずに他の場所を

探して転出するか、現地で復旧できるまで事業を

凍結して既存の取引先を失い苦労するか、あるい

は事業の復旧をあきらめることも多いことを調

査・研究により承知している。そして、このよう

な企業・事業所の状況は、被災地の経済的復旧・

復興の支障になっている。 

東日本大震災では、土地の嵩上げを含む土地区

画整理事業の地区内などでこのような支障が生じ

た。被災した企業・事業者が現地での復旧を希望

したが、数年間待たなければならないことが多く、

それでは有力な取引先を失ってしまう前に現地復

旧することはできないため、現地復旧を断念する

しかなかった例が見られた。 

(1) 企業の事業継続で復旧・復興が急がれる理由 

企業の事業継続計画（Business Continuity Plan、

BCP）においては、企業の事業継続は許容中断時間

の前での達成が必要とされている。その許容中断

時間は業種によってかなり異なるが、製造業であ

れば 1 週間から 2ヶ月ぐらいと思われる。筆者の

東日本大震災に関する論文（丸谷・寅屋敷（2016））

でもそのように記述しているi。さらに、この許容

中断時間までに復旧ができなかった場合でも、で

きるだけ早期に復旧した方が重要な販売先との取

引を回復しやすい。しかし、供給再開まで数年間

以上もかかると、元の販売市場に戻ることは相当

難しくなる。 

このように時間の経過によって事業継続の支障

が大きくなる理由として、筆者は、主に次の 4点

が挙げられると考えている。第１に、原材料や部

品の供給企業と購買企業との間では、取引に並行

して仕様の改善・調整を行っていることが多い。

特集 災害復興の制度についての現状と課題 
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きるだけ早期に復旧した方が重要な販売先との取

引を回復しやすい。しかし、供給再開まで数年間

以上もかかると、元の販売市場に戻ることは相当
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そこで、供給企業が被災して供給が止まり別企業

からの調達に代わる期間が長くなれば、元の企業

からの調達に戻そうとしても、別の供給企業と行

ってきた仕様の改善・調整を反映させるのに時間

や改善費用がかかるので、戻すことが不利になる

からである。第 2の理由は、被災前に雇用してい

た社員・労働者にまた働いてもらうことが、復旧

までの時間が長くなるほど難しくなるからである。

第３の理由は、企業間の取引では、価格や安定供

給の条件を良くするため長期供給契約が有利であ

る。そこで、別の供給企業との取引にも長期供給

契約を結ぶことが多い。その場合、この長期契約

期間が切れるまで被災企業が生産を再開しても調

達を戻せないからである。そして第 4の理由は、

販売先が小売業の場合、欠品を出さないため別の

供給者からすぐに購入を始めるが、消費者は被災

企業の製品がないことを当初は寂しがるが、時間

が経つと別の供給者からの製品に慣れていき、被

災企業が操業を再開しても元のようには売れない

からである。 

(2) 土地区画整理事業による企業の復旧の支障 

東日本大震災では広範囲な津波被害が発生し、

その被災地の復興のために土地の嵩上げの事業が

幅広く行われた。国土交通省によれば、東日本大

震災の復旧・復興で土地区画整理事業は 65地区で

実施された（国土交通省都市局（2020））が、同文

献ではそのうち土地の嵩上げが行われた代表的な

地区として 11地区を示しているii。 

さらに、東日本大震災の土地区画整理事業では、

施行地区内に住宅地と事業用地が混在しているこ

とが多かった。この場合、津波被災地では、住宅

の津波安全をはかるためには嵩上げが一定以上の

高さまで必要となる。そして、その嵩上げ工事後

に土地の使用が可能になるまでにはかなり時間が

かかる。また、津波で住宅を失った被災者は、避

難所から仮設住宅に入る方が多いので、それらに

居住している間は住宅の再建を急がない傾向があ

ると思われる。 

また、嵩上げを含まない土地区画整理事業につ

いても、地権者の同意を重視することが同事業の

基本であり、都市計画決定、事業計画の策定、換

地計画の合意、敷地・公共施設の工事、仮換地指

定そして仮換地の使用開始までのプロセスを完了

するには一定の時間がかかる。このことから、嵩

上げをしない区画整理でも、事業所が現地再建を

希望した場合、事業の開始可能時期はかなり遅れ

る。 

そこで、前述の東日本大震災の論文（丸谷・寅

屋敷（2016））では、「企業の復旧・復興は、建築

制限がかけられたまま、数年もかかる土地の造成

の完成を待つのは、ヒアリング調査の回答で複数

の企業から懸念が示されたとおり、基本的に厳し

いであろう。」iiiとの見解を示した。 

(3) 事業所の早期移転が可能となる都市計画変 

   更 

事業所の現地復旧が困難になった場合、土地利

用制度においてもう一点必要な対応として、近隣

に移転先がすぐ見つかるようにする対応が挙げら

れる。近隣に移転可能な土地が見つからなければ、

遠隔地に移転するか、または迅速な復旧をあきら

めることになる。 

候補となる移転先を探す場合、一定以上の規模

の事業所に土地を使うことが都市計画の用途制限

などで制約を受けることが少なくない。もちろん、

既存の住宅が多く立地している地区では、大規模

な事業所立地を可能とする用途の変更は慎重な検

討が必要だが、例えば津波被災地のように住宅が

流失し、住宅の立地を高台などへ変更することが

検討されている場合などは、一定規模以上の事業

所の立地を可能とする用途変更も選択肢になると

思われる。さらに、用途変更をすると定めた場合

には、積極的な事業所誘導措置として、事業所向

けのインフラ整備や補助や融資の助成を併用する

方法もありそうである。 

ただし、このような場合でも、被災した企業・

事業所の事業継続を可能とするためには実現する

までの時間的な制約がある。このため、地区全体

のまちづくりのための用途変更に先駆けて、事業

所向けの地区の用途変更が急いで必要になること

もあるであろう。 
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このような対応の参考として、東日本大震災に

おける土地区画整理事業と企業・事業所の立地に

関する事例を挙げる。宮城県気仙沼市の水産加工

業の工場の例であるが、寅屋敷・丸谷（2020）で

は、震災当時から水産加工業の生産工場があった

企業にアンケート調査を行い、「震災後に造成され

た水産加工施設の集積地区等には震災前より生産

工場が増えているが、生産工場がそこで稼働する

までにかなりの時間がかかった。一方、集積地区

等を除いた復興推進地域では、土地区画整理事業

で移転を求められた影響もあり、震災前と比較し

てかなり生産工場の数が減少し、集積地区等に移

転していた。」ivことを示した。 

(4) 土地区画整理事業後の土地の未利用 

東日本大震災で土地区画整理事業の嵩上げを行

った土地の別の問題として、嵩上げされた土地の

未利用の問題がかなり発生した。多額の嵩上げの

造成費用をかけたにもかかわらず、土地の利用が

進んでいない地区が多く発生したv（谷下等(2020） 

）。そこで、被災地では土地区画整理事業の枠組

みの外の利用促進策が講じられている場合もある。 

この問題について同事業の地権者であった企

業・事業所の行動について言えば、現地復旧では

時間的に事業継続ができなくなった企業・事業所

が施行地区外へ転出した場合、その施行地区内の

換地を企業自身が別用途に使用するか、あるいは

別の土地利用者に売却できないと、その空いた土

地の未利用の問題につながると考えられる。この

ような事態を防ぐためにも、企業・事業所向けの

仮換地の利用開始が早期にできる土地区画整理事

業の進め方の改善を検討する必要性がありそうで

ある。 

 

３３．．土土地地区区画画整整理理事事業業及及びび都都市市計計画画ののあありり方方  

(1) 東日本大震災での対応の好事例 

現行の土地区画整理法の下でも、当該地権者の

同意があり、関係地権者もそれに異論がなければ、

事業地域内の標高の高い地区への住宅地の換地

（飛び換地。照応の原則の例外）を指定すること

が実際上できる。また、土地区画整理事業の事業

地区内であっても、別途の事業手法である防災集

団移転促進事業により、10戸以上（東日本大震災

では特例で 5戸以上）がまとまれば行政が標高の

高い土地をまとめて用意して移転させ、元の土地

を行政が買い取ることが可能である。 

東日本大震災の津波被災地である女川町は、こ

れらの手法を企業・事業所のためにうまく活用し

たと考えられる。同町では図１のような土地利用

計画を作成し、Bと Cのエリアを業務系の商業・

業務・工業用途が立地するものと定め、住宅はよ

り高い A及び A’のエリアに立地させるようにし

た。また、海岸沿いに基幹産業である水産関連業

の施設を集約し、産業復興を先導する拠点を形成

する「女川町復興推進計画」を復興特別区域法に

基づき認定するよう申請し、2012年 11月 6日に

認定を得た。その内容は、当該地区は土地区画整

理事業を進める予定で、用途地域指定は平成 26

年頃と見込まれるが、先行してこの地区の用途制

限を緩和し、工場等の建設を可能にする、という

ものであった（復興庁（2012））。つまり、女川町

は水産業の再建を迅速に進めるため、全体的な土

地区画整理事業のスケジュールより先んじて対応

する方法を採った。 

このように、地域住民及び行政が地元の産業の

復旧・復興に必要なスピードを理解し、地権者の

合意形成や事業手法の工夫に努力すれば、企業は

より早い事業再開の機会を得られる。なお、気仙

沼市など他の地域でも、土地区画整理事業を活用

して水産加工と住宅の用途を分ける取り組みは行

われている（盛岡（2012））vi。これらも踏まえる

と、企業・事業所の事業継続のためには、現地ま

たは近隣の移転先の土地利用の開始が早期に必要

となる点を重視して、具体的な対応をすることが

カギになると考えられる。 

(2) 事業所による嵩上げ等の工事の先行実施 

さらに、土地区画整理事業の地区内に限らない

瓦礫処理や嵩上げ関する対応について、筆者は、

東日本大震災の被災企業へのヒアリング調査結果

として、丸谷・寅屋敷（2016）において次の意見

を紹介した：「企業が早期に操業を再開したい場合 
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（飛び換地。照応の原則の例外）を指定すること

が実際上できる。また、土地区画整理事業の事業

地区内であっても、別途の事業手法である防災集

団移転促進事業により、10戸以上（東日本大震災

では特例で 5戸以上）がまとまれば行政が標高の

高い土地をまとめて用意して移転させ、元の土地

を行政が買い取ることが可能である。 

東日本大震災の津波被災地である女川町は、こ

れらの手法を企業・事業所のためにうまく活用し

たと考えられる。同町では図１のような土地利用

計画を作成し、Bと Cのエリアを業務系の商業・

業務・工業用途が立地するものと定め、住宅はよ

り高い A及び A’のエリアに立地させるようにし

た。また、海岸沿いに基幹産業である水産関連業

の施設を集約し、産業復興を先導する拠点を形成

する「女川町復興推進計画」を復興特別区域法に

基づき認定するよう申請し、2012年 11月 6日に

認定を得た。その内容は、当該地区は土地区画整

理事業を進める予定で、用途地域指定は平成 26

年頃と見込まれるが、先行してこの地区の用途制

限を緩和し、工場等の建設を可能にする、という

ものであった（復興庁（2012））。つまり、女川町

は水産業の再建を迅速に進めるため、全体的な土

地区画整理事業のスケジュールより先んじて対応

する方法を採った。 

このように、地域住民及び行政が地元の産業の

復旧・復興に必要なスピードを理解し、地権者の

合意形成や事業手法の工夫に努力すれば、企業は

より早い事業再開の機会を得られる。なお、気仙

沼市など他の地域でも、土地区画整理事業を活用

して水産加工と住宅の用途を分ける取り組みは行

われている（盛岡（2012））vi。これらも踏まえる

と、企業・事業所の事業継続のためには、現地ま

たは近隣の移転先の土地利用の開始が早期に必要

となる点を重視して、具体的な対応をすることが

カギになると考えられる。 

(2) 事業所による嵩上げ等の工事の先行実施 

さらに、土地区画整理事業の地区内に限らない

瓦礫処理や嵩上げ関する対応について、筆者は、

東日本大震災の被災企業へのヒアリング調査結果

として、丸谷・寅屋敷（2016）において次の意見

を紹介した：「企業が早期に操業を再開したい場合 

 

 

 

 

出典：女川町（2012）vii 

図１ 東日本大震災からの復興における女川市の土地利用計画断面図 

 

 

 

 

 

 

には、企業は、瓦礫を処理し、被災地沿岸部で広

く見られる土地の沈下分（数十センチから1メー

トル程度）を排水確保等のために嵩上げし、すぐ

に社屋の工事に入りたいと考える。しかし、瓦礫

の処理や土地の嵩上げは、地元地方自治体が国の

補助を受けて行う事業であるため、企業が急いで

実施できるようにするには、例えば、費用を一時

企業が立替え、後で公費により支弁を受ける仕組

が認められなければ難しい。しかし、この立替え

のような柔軟な対応が認められた地域は限られて

いたとみられ、多くは、地元行政による工事が終

わるまで建築制限がかかり、早期の事業再開は別

の土地で行わざるを得なかったとの意見があっ

た。」。瓦礫処理や嵩上げ工事を先取りして自ら行

った企業に対して、行政の補助に先立って立て替

えて実施したと認定し、相当する費用の支払いを

後から行うことを可能とする柔軟な対応への要望

である。これをどの地方公共団体でも明確に実施

することを期待したい。 

(3) 土地区画整理事業での先行事業所復旧区の 

提案 

さらに、筆者は、津波被災地の中で水産加工業

などの工場等の事業者が多く立地しており、現地

での早期復旧の希望が高く、それが地域経済の復

興や住民の生活再建に重要と判断される地区につ

いて、住宅地の換地の決定を照応の原則にとらわ

れず行える仕組みの提案もあり得ると考えている。 

まず、このような地区については、嵩上げをな

し、または地震により地盤沈下に対応した最低限

の嵩上げにとどめることとするviii。しかし、そう

すると地区内の住宅地は津波の被災を免れにくく

なり、迅速な避難が難しい居住者がいれば生命の

危険が生じる。そこで、このような住宅地につい

て、地区内の安全な土地（標高が十分に高い土地

か、嵩上げで安全性を高めた土地）に申出換地制

度を適用して移転してもらうよう働きかける。こ
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のような申出換地を、関係者全員同意という条件

を必要としない仕組みとして創設するには、土地

区画整理事業の根拠法の改正が必要になる可能性

があるが、導入の検討に値すると筆者は考えてい

る（この詳細は丸谷（2022）に述べている）。 

 

４４．．おおわわりりにに  

本稿では、災害復旧・復興の土地利用制度にお

ける課題として、企業の事業継続の観点から、住

宅・まちづくりの復旧・復興事業の一般的な早さ

よりもかなり早い段階での企業・事業所の土地利

用開始や用途見直しが必要であることを述べてき

た。 

東日本大震災の発生から 15年を迎え、災害から

の復旧・復興の土地利用制度において、大震災の

教訓を踏まえた企業・事業所の事業継続に有効な

制度整備を進めることが重要だと考えられる。南

海トラフ、首都直下、日本海溝・千島海溝等での

地震・津波の発生も懸念されている中、政府や研

究者の調査・研究や企業からの要請の提示を期待

したい。 
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補注 

 
i   丸谷・寅屋敷（2016）の本論文中の 9頁目 
ii  国土交通省都市局（2020）の 6頁 
iii  丸谷・寅屋敷（2016）の本論文中の 9頁目 
iv  寅屋敷・丸谷（2020）の本論文中 4頁目 
v  谷下等(2020)の 43頁 
vi  盛岡（2012）の 56頁 
vii  女川町（2012）の 2頁 
viii 国土地理院（2011）などによれば、東日本大震災の
沿岸部の被災地では、土地が数十センチから 1メート
ル沈下した箇所が多かった。そこで、事業用地につい

ても沈下分を戻す土地の嵩上げ工事を行わないと、排

水ができないなどの支障が出ることとなった。 
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